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株式会社 南江堂 

 
『看護学テキスト NiCE 母性看護学Ⅱ マタニティサイクル（改訂第 3 版第 1 刷）』について，以下

の通り最新の情報を提供いたします． 
 
 
・ p.61，「表Ⅰ-23  食物繊維，葉酸，カルシウム，鉄を多く含む食品」は，新しい情報に基づき，

下記の表に差し替えます． 
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・ p.225，「表Ⅱ-23 オキシトシン（子宮収縮薬）の使用法」の出典文献『産婦人科診療ガイド

ライン―産科編 2020』は，改訂版（2023 年版）が刊行されています．なお，当該表の内容に

変更はありません． 

 

 

・ p.321，「表Ⅲ-22 分娩後の VTE リスク分類」は，『産婦人科診療ガイドライン―産科編

2023』に合わせ，下記の表に差し替えます． 
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・ p.434，「図Ⅵ-26 B 型肝炎ウイルスの母子感染予防の管理方法」は，『産婦人科診療ガイド

ライン―産科編 2023』に合わせ，下記の図に差し替えます． 

 
 
・ p.456-458，「表 1  胎児心拍数パターンと波形のレベル」「表 2  胎児心拍数波形のレベル

分類」「表 3  胎児心拍数波形分類に基づく対応と処置（主に 32 週以降症例に関して）」の

出典文献『産婦人科診療ガイドライン―産科編 2020』は，改訂版（2023 年版）が刊行されて

います．なお，当該表の内容に変更はありません． 
 
 

・ p.540，「資料 5 育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（育児・介護休業法）」は，令和 3 年（2021 年）の改正が 3 回に分けて施行されます．主な改正

内容は下記のとおりです． 
 

＜令和 4 年（2022 年）4 月 1 日施行の内容＞ 
① 個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置の義務化 
② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 

＜令和 4 年（2022 年）10 月 1 日施行の内容＞ 
③ 出生時育児休業（通称「産後パパ育休」）の創設 
④ 育児休業の分割取得 

＜令和 5 年（2023 年）4 月 1 日施行の内容＞ 
⑤ 育児休業取得状況の公表の義務化 

 
詳しくは，厚生労働省のパンフレット「育児・介護休業法 令和 3 年（2021 年）改正内容の解

説」〔https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000909605.pdf〕をご覧ください． 


